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四日市市規則第４６号 

   地域マネージャーの設置に関する規則の一部を改正する規則 

 地域マネージャーの設置に関する規則（平成１６年四日市市規則第２８号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（服務） （服務） 

第６条 地域マネージャーは、次の事項

を遵守しなければならない。 

第６条 地域マネージャーは、次の事項

を遵守しなければならない。 

(1) 全体の奉仕者として、誠実かつ公正

に職務を遂行すること。 

 

(2) （略） (1) （略） 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

  

 

   附 則 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（市民文化部市民生活課） 


